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保育園での新型コロナウイルスの対応について【4月 30 日版】 

政府より 4都府県に緊急事態宣言が発令され、変異株の感染者や、重症患者の増加による病床の

ひっ迫など、全国的に予断を許さない状況となっています。秋田県でも感染者が増加しており、4

月 26 日に「東北・新潟共同メッセージ」が発表されました。この通知を受け、当園のコロナウイ

ルス対応を更新いたします。昨年同様、窮屈な GWとなってしまいますが、安心安全な保育園環境

の維持のため、ご理解ご協力くださいますようお願いいたします。 

【県通知】 
緊急事態措置が実施される区域との往来は、真にやむを得ない場合(仕事〈※〉や入

学試験、各種資格試験等）を除き、避けていただくようお願いします。 

〈※〉物流・運送サービス、インフラや設備の保守管理、医療など社会の安定の維

持に不可欠なサービス等を提供する業務を除き、目的や延期の可否、リモー

トでの実施を改めて検討してください。 

⚫ その他の地域との往来については、入学や仕事、試験、冠婚葬祭等（この場合で

あっても訪問先の感染状況を踏まえた上で判断）を除き避けていただくようお願

いします。 

⚫ 県外からの訪問については、できるだけ控えていただくよう御家族・御親類の皆

様からも適切なアドバイスをお願いします。 

 

【保護者の皆様へお願いしたいこと】 

① 2週間の登園自粛をお願いするケース 

・園児本人が同居家族と共に緊急事態措置・まん延防止重点措置区域（以下、措置区域）を往来 

する場合 

・措置区域から帰省する家族と同居する場合（同居開始日から２週間） 

② 2週間の登園自粛協力を除外するケース（以下の場合は訪問時の衛生対策の徹底、 

帰宅後の体調管理にも十分注意をして下さい） 

・同居家族のみ（園児本人は行かない）が措置区域へやむを得ない訪問をする場合 

※往来ケースに迷われる場合は、保育園にご相談ください。 

③ 引き続きのお願い 

・37.5 度以上の熱の場合は、登園・来園（送迎時含む）をご遠慮ください。 

※24時間以内に 37.5℃以上の熱(※コロナ収束まで)が出ていた場合も登園をお控えてください。 

・園内に入る際は、キエルキン(弱酸性次亜塩素酸水)の手指・衣服・荷物等への散布と、非接触型体

温検知器による発熱確認を必ず行うようお願いします。 

【 重 要 】 

措置区域は内閣広報

をご確認ください。 



 

【保育園ができること】 

・手洗い、手指消毒の励行 

・ドアノブ等の共用部やおもちゃの消毒徹底、換気励行 

・園児の健康観察の徹底（37.5 度以上の場合、保護者へお迎えのお願い） 

・出勤前、勤務中の検温、マスク着用 

・職員が 37.5 度以上の熱の場合は出勤停止・県外への不要不急の往来自粛⇨往来の際は事前申請 

・園内立入者への検温、手指消毒等の徹底 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あわあわ 

手洗いのうた 

「やっぱり大事なのは 

正しい手洗いです！！」 


